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成田市地域防災計画新旧対照表【風水害等対策計画】 

現行 改正案 

第２章 風水害等対策計画 

第１節 災害応急活動体制 

２ 警戒体制 

 （２）職員の動員  

（略） 

■避難所担当職員の動員基準 

○ 「避難準備・高齢者等避難開始」が発表され、指定

避難所等の開設の必要があると本部長が認めたとき 

○ 住民から事前避難の要望があり、自主避難所の開設

の必要があると本部長が認めたとき 

○ そのほか、避難所担当職員が参集する必要があると

本部長が認めたとき 

 

第３節 情報の収集・伝達 

２ 災害情報の収集・伝達 

 （２）水防情報 

   （略） 

■対象河川の基準水位 

下

線

名 

基準水位 

観測所 

水防団待

機水位

(m) 

氾濫注意

水位(m) 

避難判断

水位(m) 

氾濫危険

水位(m) 

第２章 風水害等対策計画 

第１節 災害応急活動体制 

２ 警戒体制 

 （２）職員の動員  

（略） 

■避難所担当職員の動員基準 

○ 「避難準備・高齢者等避難開始」が発表され、指定

避難所等の開設の必要があると本部長が認めたとき 

○ 住民から事前避難の要望があり、早期開設避難所の

開設の必要があると本部長が認めたとき 

○ そのほか、避難所担当職員が参集する必要があると

本部長が認めたとき 

 

第３節 情報の収集・伝達 

２ 災害情報の収集・伝達 

 （２）水防情報 

   （略） 

■対象河川の基準水位 

下

線

名 

基準水位 

観測所 

水防団待

機水位

(m) 

氾濫注意

水位(m) 

避難判断

水位(m) 

氾濫危険

水位(m) 
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現行 改正案 

利

根

川 

横

利

根 

茨城県

稲敷市

西代 

2.10 2.85 4.30 4.40 

 

第１０節 避難対策 

項  目 担  当 

１ 避難勧告等 
対策本部事務局、消防本部、消防団、警察、

自衛隊、自主防災組織 

２ 自主避難所 

 

 

対策本部事務局、施設管理者 

３ 避難誘導 
消防本部、消防団、施設管理者、警察、自主

防災組織 

４ 避難所の開設 
避難所運営委員会、避難所担当職員、教育

部、対策本部事務局、施設管理者 

５ 避難所の運営 
避難所運営委員会、避難所担当職員、教育

部、施設管理者 

６ 避難所外避難者へ

の支援 
市各部、自主防災組織 

７ 広域一時滞在 対策本部事務局、土木部、市民生活部、県 

 

１ 避難勧告等 

 （１）避難勧告等 

ア 避難勧告等発令の判断基準 

避難勧告等の発令は、災害の発生により危険が切迫し、住

利

根

川 

横

利

根 

茨城県

稲敷市

西代 

2.10 2.85 3.90 4.40 

 

第１０節 避難対策 

項  目 担  当 

１ 避難勧告等 
対策本部事務局、消防本部、消防団、警察、

自衛隊、自主防災組織 

２ 早期開設避難所・

一次避難所・二次

避難所 

対策本部事務局、施設管理者 

３ 避難誘導 
消防本部、消防団、施設管理者、警察、自主

防災組織 

４ 避難所の開設 
避難所運営委員会、避難所担当職員、教育部、

対策本部事務局、施設管理者 

５ 避難所の運営 
避難所運営委員会、避難所担当職員、教育部、

施設管理者 

６ 避難所外避難者へ

の支援 
市各部、自主防災組織 

７ 広域一時滞在 対策本部事務局、土木部、市民生活部、県 

 

１ 避難勧告等 

 （１）避難勧告等 

ア 避難勧告等発令の判断基準 

避難勧告等の発令は、災害の発生により危険が切迫し、住
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現行 改正案 

民を緊急に安全な場所へ避難させる必要があると認められ

るときに行う。 

市は、避難行動要支援者等、自力での避難に時間を要する

住民に対して特に配慮するものとし、「避難勧告等に関する

ガイドライン」に基づき、避難勧告等について発令基準を整

備した。市の発令基準は「洪水に関わる避難勧告等発令の判

断基準」や「土砂災害に関わる避難勧告等発令の判断基準」

のとおりである。 

避難勧告等は、これらの基準を参考に、今後の気象予測や

巡視等からの報告を含めて総合的に判断して発令する。避難

勧告等発令の判断に当たっては、銚子地方気象台に対し、現

在の気象情報や今後の気象予報について助言を求めること

ができる。 

 

イ 避難勧告等の発令対象区域・タイミング 

    （略） 

  ウ 実施者 

    （略） 

 

■洪水に関わる避難勧告等発令の判断基準 

民を緊急に安全な場所へ避難させる必要があると認められ

るときに行う。 

市は、避難行動要支援者等、自力での避難に時間を要する

住民に対して特に配慮するものとし、「避難勧告等に関する

ガイドライン」に基づき、避難勧告等について発令基準を整

備した。市の発令基準は「洪水に関わる避難勧告等発令の判

断基準」や「土砂災害に関わる避難勧告等発令の判断基準」

のとおりである。 

避難勧告等は、これらの基準を参考に、今後の気象予測や

巡視等からの報告を含めて総合的に判断して発令する。避難

勧告等発令の判断に当たっては、必要に応じて国又は県に対

し、避難勧告等に関することについて助言を求めることがで

きるほか、銚子地方気象台に対し、現在の気象情報や今後の

気象予報について助言を求めることができる。 

イ 避難勧告等の発令対象区域・タイミング 

    （略） 

  ウ 実施者 

    （略） 

 

■洪水に関わる避難勧告等発令の判断基準 
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現行 改正案 

警
戒
レ
ベ

ル 

避
難
情
報

等 

洪水予報指定河川
（利根川）に関す

る基準 

水位周知河川（根
木名川）に関する

基準 

その他河川等に関
する基準 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始 

１：指定河川洪水
予報により、利
根川の横利根水
位観測所の水位
が避難判断水位
である4.30mに到
達したと発表さ
れ、かつ、水位
予測において引
き続きの水位上
昇が見込まれて
いる場合。 

２：（略） 
３：（略） 
４：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
勧
告 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
４：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
４：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示
（
緊
急
） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

警
戒
レ
ベ

ル 

避
難
情
報

等 

洪水予報指定河川
（利根川）に関す

る基準 

水位周知河川（根
木名川）に関する

基準 

その他河川等に関
する基準 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始 

１：指定河川洪水
予報により、利
根川の横利根水
位観測所の水位
が避難判断水位
である3.90mに到
達したと発表さ
れ、かつ、水位
予測において引
き続きの水位上
昇が見込まれて
いる場合。 

２：（略） 
３：（略） 
４：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
勧
告 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
４：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
４：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示
（
緊
急
） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 

１：（略） 
２：（略） 
３：（略） 
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現行 改正案 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

災
害
発
生
情
報 

（略） （略） （略） 

 

■土砂災害に関わる避難勧告等発令の判断基準 

・台風に伴う気象警報発表による場合 

警戒レ

ベル 

避難 

情報

等 

気象警報等によ

る基準 

積算雨量等による基準 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が 100

㎜以上あ

った場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が 40

㎜～100

㎜以上あ

った場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が０㎜

から 40

㎜以上の

場合 

警戒 

レベル

３ 

避難

準備

高齢

者等

避難

開始 

（略） （略） （略） （略） 

警戒 

レベル

４ 

避難

勧告 

（略） （略） （略） （略） 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

災
害
発
生
情
報 

（略） （略） （略） 

 

■土砂災害に関わる避難勧告等発令の判断基準 

・台風に伴う気象警報発表による場合 

警戒レ

ベル 

避難 

情報

等 

気象警報等によ

る基準 

積算雨量等による基準 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が 100

㎜以上あ

った場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が 40

㎜～100

㎜未満の

場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が０㎜

から 40

㎜未満の

場合 

警戒 

レベル

３ 

避難

準備

高齢

者等

避難

開始 

（略） （略） （略） （略） 

警戒 

レベル

４ 

避難

勧告 

（略） （略） （略） （略） 
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現行 改正案 

避難

指示 

（緊

急） 

（略） 

警戒 

レベル

５ 

災害

発生

情報 

（略） 

解除条件 （略） 

 

・気象警報発表に伴う場合 

警戒レ

ベル 

避難 

情報

等 

気象警報等によ

る基準 

積算雨量等による基準 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が

100mm 以

上あった

場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が

40mm～

100mm 以

上あった

場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が０㎜

から 40

㎜以上の

場合 

警戒 

レベル

３ 

避難

準

備・

高齢

者等

避難

開始 

（略） （略） （略） （略） 

避難

指示 

（緊

急） 

（略） 

警戒 

レベル

５ 

災害

発生

情報 

（略） 

解除条件 （略） 

 

・気象警報発表に伴う場合 

警戒レ

ベル 

避難 

情報

等 

気象警報等によ

る基準 

積算雨量等による基準 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が

100mm 以

上あった

場合 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が

40mm～

100mm 未

満の場合 

 

市内の観

測地点で

前日まで

に連続雨

量が０㎜

から 40

㎜未満の

場合 

警戒 

レベル

３ 

避難

準

備・

高齢

者等

避難

開始 

（略） （略） （略） （略） 



7 

 

現行 改正案 

警戒 

レベル

４ 

避難 

勧告 

（略） （略） （略） （略） 

警戒 

レベル

４ 

避難

指示

（緊

急） 

（略） 

警戒 

レベル

５ 

災害

発生

情報 

（略） 

解除条件 （略） 

 

２ 自主避難所 

本計画で定める指定避難所とは異なり、洪水等が発生する、又

は発生するおそれがある場合、住民の問い合やせを考慮したう

え、事前の避難を希望する住民を対象に自主避難所を開設する。

また、指定避難所のみでは収容できない場合も自主避難所を開設

する。 

避難所運営の詳細については、「成田市避難所運営マニュアル

（活動編）」を参照のこと。 

 

 

 

 

警戒 

レベル

４ 

避難 

勧告 

（略） （略） （略） （略） 

警戒 

レベル

４ 

避難

指示

（緊

急） 

（略） 

警戒 

レベル

５ 

災害

発生

情報 

（略） 

解除条件 （略） 

 

２ 早期開設避難所・一次避難所・二次避難所 

本計画で定める指定避難所のうち、洪水や土砂災害等の警戒時

に早期の避難を希望する市民が、一時的に滞在する施設として早

期開設避難所を開設する。また、市内に警戒レベル４（避難勧

告・避難指示（緊急））等の避難情報発令の可能性が高いとき、

又は発令されたときに、災害において住居が被災した市民が避難

生活を送るための施設として、状況に応じて順次一次避難所を開

設する。避難者が多く、一次避難所の収容人数を上回る場合には

二次避難所を開設する。 

避難所運営の詳細については、「成田市避難所運営マニュアル

（活動編）」を参照のこと。 
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現行 改正案 

３ 避難所の開設 

風水害においては、災害が発生するまでに避難を終えることが

基本である。そのため、市は、避難準備・高齢者等避難開始等の

発令において、その地域の住民の安全確保が必要な場合等、災害

状況を踏まえ指定避難所を開設する。 

避難所開設の手順は「成田市避難所運営マニュアル（活動

編）」を参照のこと。 

 

３ 避難所の開設 

風水害においては、災害が発生するまでに避難を終えることが

基本である。そのため、市は、早期避難を希望する市民がおり、

その地域の住民の安全確保が必要な場合等、災害状況を踏まえ、

早期開設避難所を開設し、その後、警戒レベル４（避難勧告・避

難指示（緊急））等の避難情報発令の可能性が高いとき、又は発

令されたとき、状況に応じて順次一次避難所を開設する。避難者

が多く、一次避難所では収容人数が不足する場合、二次避難所を

開設する。 

避難所開設の手順は「成田市避難所運営マニュアル（活動

編）」を参照のこと。 

 


